
回  答  書 

８西財第１－７８号  

令和８年５月１１日 

 

入札参加者 各位 

                                   西尾市長 中村  健 

                                   （公 印 省 略） 

 

下記のとおり質疑がありましたので回答します。 

記 

案 件 番 号 508100078  

工 事 （ 業 務 ） 名 増圧ポンプ更新工事（週休２日） 

路 線 名 鳥羽増圧ポンプ場 

工 事 （ 業 務 ） 場 所 西尾市鳥羽町地内 

質 疑事項欄 回 答 欄 

① 常時運用中設備の観点より、ポンプの更新は

１系統ずつとの解釈で宜しいでしょうか。な

お、１系統あたりの稼働停止可能日数がござ

いましたら教えて下さい。 

ポンプの更新は、お見込みのとおりです。 

１系統あたりの稼働停止可能日数につきまして

は、残り３系統の運用を維持できれば、稼働停止

可能日数の制限はありませんが、水道施設維持管

理業務等請負者と十分な調整が必要となります。 

② １～４号の各吸込管の仕切弁も更新ですが、

仕切弁更新作業は、吸込側ヘッダー管内の水

を空にした状態で施工できると考えて宜しい

でしょうか。 

吸込側の仕切弁の更新につきましては、上流側

の制水弁が完全に止水できない可能性があるた

め、吸込側ヘッダー管内の水を空にした状態で施

工できないことも想定してください。 

③ 電線は既設再利用と解釈して宜しいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

④ 更新ポンプの選定にあたり、既設ポンプの仕

様及び製造番号が分かる資料のご開示をお願

いします。 

既設ポンプの仕様及び製造番号が分かる資料に

つきましては、別添ポンプ仕様書を参考にしてく

ださい。 

⑤ 設計書、設計図面に記載のポンプ仕様を満た

していれば、メーカーは自由に選定できると

の解釈で宜しいでしょうか。 

メーカーの選定は、お見込みのとおりですが、

施設への不具合等が生じた場合には、その原因を

明確にし、請負者の責任において機器の変更又は

改修をする必要があります。また、新たな機器を

設置する場合、他の既設機器との連動及び施設の

運用に支障が生じないよう選定してください。 

⑥ 施工性の確認を行いたいのですが、現地調査

は可能でしょうか。 

稼働中の水道施設であるため、水道法第21条第

１項に規定される定期の健康診断結果を提出した

のち、現地調査は可能です。現地調査を希望され

る場合は、上下水道部水道整備課（0563-65-2188）

までご連絡ください。 

 








